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す
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。

御

名

御

璽

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

政
令
第
三
百
二
十
六
号

会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を

定
め
る
政
令

内
閣
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律

第
七
十
一
号
）
附
則
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定

の
施
行
期
日
は
、
令
和
三
年
二
月
十
五
日
と
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

総
務
大
臣

武
田

良
太

法
務
大
臣

上
川

陽
子

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

文
部
科
学
大
臣

萩
生
田
光
一

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志




